
規

則

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
収
入
証
紙

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
二
十
八
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中｢

第
七
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号｣

を｢

第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号｣

に

改
め
る
。

第
九
十
六
条
第
二
項
中｢

係
る
除
権
判
決｣

を｢

係
る
除
権
決
定(

非
訟
事
件
手
続
法(

明
治
三
十

一
年
法
律
第
十
四
号)

第
百
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
権
決
定
を
い
う
。)

｣

に
改
め
、｢

対

し
て
公
示
催
告｣

の
下
に｢

(

同
法
第
百
五
十
六
条
に
規
定
す
る
公
示
催
告
を
い
う
。)

｣

を
加
え
、

｢

、
除
権
判
決｣

を｢

、
当
該
除
権
決
定｣

に
改
め
る
。

第
百
六
条
第
四
項
第
二
号
中｢

養
護
学
校｣

を｢

特
別
支
援
学
校｣

に
、｢

と
き
、
又
は｣

を｢

と

き
又
は｣

に
改
め
る
。

第
百
六
十
五
条
第
二
項
中｢

に
預
金
し
て｣

を｢

へ
の
預
金
又
は
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
が

確
実
な
債
券
の
売
戻
条
件
付
売
買
取
引
に
よ
り｣

に
改
め
る
。

第
二
百
条
中｢

に
次
ぐ
第
二
の｣

を｢

か
ら
一
取
引
日
を
経
過
し
た
最
初
の｣

に
、｢

そ
の
日
が
出

納
閉
鎖
期
日
後
と
な
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
出
納
閉
鎖
期
日｣

を｢

知
事
が
別
に
定

め
る
収
納
代
理
金
融
機
関
に
あ
つ
て
は
、
当
該
領
収
の
日
か
ら
二
取
引
日
を
経
過
し
た
最
初
の
取
引
日｣

に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
中｢

金
融
機
関｣

の
下
に｢

(

次
条
第
二
項
に
お
い
て｢

保
険
会

社
等｣

と
い
う
。)

｣

を
加
え
、
同
項
第
四
号
中｢

(

昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号)

｣

を
削

る
。第

二
百
三
十
条
第
二
項
中｢

保
険
会
社｣

を｢

保
険
会
社
等｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中｢

福
島
県
立
会
津
高
等
技
術
専
門
校

を｢

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津

に
、

福
島
県
立
浜
高
等
技
術
専
門
校

｣

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜

｣

｢

福
島
県
立
喜
多
方
商
業
高
等
学
校

｢

福
島
県
立
富

福
島
県
立
喜
多
方
工
業
高
等
学
校｣

を｢

福
島
県
立
喜
多
方
桐
桜
高
等
学
校｣

に
、

福
島
県
立
平

福
島
県
立
い

岡
養
護
学
校

｢

福
島
県
立
平
養
護
学
校

｢

福
島
県
桑
折
警
察
署

養
護
学
校

を

福
島
県
立
い
わ
き
養
護
学
校

に
、

福
島
県
伊
達
警
察
署

を｢

福
島
県
伊

わ
き
養
護
学
校｣

福
島
県
立
富
岡
養
護
学
校

福
島
県
川
俣
警
察
署｣

福
島
県
立
相
馬
養
護
学
校

｣

達
警
察
署｣

に
、｢

福
島
県
郡
山
北
警
察
署

を｢

福
島
県
郡
山
北
警
察
署｣

に
、｢

福
島
県
三
春
警

福
島
県
本
宮
警
察
署

｣

福
島
県
小
野
警

察
署

を｢

福
島
県
田
村
警
察
署｣

に
、｢

福
島
県
会
津
坂
下
警
察
署

を｢

福
島
県
会
津
坂
下
警
察

察
署｣

福
島
県
会
津
美
里
警
察
署｣

署｣

に
、｢

福
島
県
富
岡
警
察
署

を｢

福
島
県
双
葉
警
察
署｣

に
改
め
る
。

福
島
県
浪
江
警
察
署｣

別
表
第
四(

そ
の
一)

８
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８

報
償

支
出
又

支
出
命
令

支
出
又
は
交

※
支
出
又
は
交

支
出
負
担
行

費

は
交
付

を
発
し
た

付
を
す
る
額

付
を
明
ら
か

為
に
必
要
な

の
決
定

と
き
。

に
し
た
関
係

主
な
書
類

を
す
る

書
類

と
き
。

(
購
入

(

支
出
命

(

購
入
契
約

(

見
積
書(

第

(

※
請
求
書
、
物
品
を

契
約
を

令
を
発
し

に
係
る
金
額)

二
百
六
十
九
条

検
収
調
書
、

購
入
す

締
結
す

た
と
き
。)

第
一
項
に
規
定

※
納
品
書
、

る
場
合

る
と
き
。)

す
る
フ
ァ
イ
ル

※
物
品
検
収

(

単
価
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

一

○
福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

三

訓

令

○
福
島
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

三

福
島
県
公
安
委
員
会

○
福
島
県
道
路
交
通
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

三

福
島
県
人
事
委
員
会

○
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五



に
記
録
さ
れ
た

済
書)

契
約
に

事
項
を
印
字
し

よ
る
場

た
も
の
を
含
む
。

合
を
除

以
下
こ
の
表
に

く
。)

お
い
て
同
じ
。)

、

に
あ
つ

予
定
価
格
調
書
、

て
は
、

入
札
書(

第
二

(
)

百
五
十
七
条
に

書
に
よ

規
定
す
る
フ
ァ

る
。

イ
ル
に
記
録
さ

れ
た
事
項
を
印

字
し
た
も
の
を

含
む
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て

同
じ
。)

、
入

札
調
書
、
契
約

書
案
、
請
書
案)

[

請
求

[

支
出
命

[

請
求
の
あ

[
※
請
求
書
、

[

支
出
負
担

単
価
契

の
あ
つ

令
を
発
し

つ
た
額]
検
収
調
書
、
※

行
為
に
必
要

約
に
よ

た
と
き
。]

た
と
き
。]

納
品
書
、
※
物

な
主
な
書
類]

り
物
品

品
検
収
済
書]

を
購
入

す
る
場

合
に
あ

つ
て
は
、

[
]

書
に
よ

る
。

別
表
第
七
の
表
福
島
県
立
会
津
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中｢

福
島
県
立
会
津
高
等
技
術
専
門
校｣
を

｢

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津｣

に
、｢

副
校
長｣

を｢

総
務
学
生
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福

島
県
立
浜
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中｢

福
島
県
立
浜
高
等
技
術
専
門
校｣

を｢

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ

デ
ミ
ー
浜｣

に
、｢

副
校
長｣

を｢

総
務
学
生
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
喜
多
方
商
業
高
等
学

校
の
項
中｢

福
島
県
立
喜
多
方
商
業
高
等
学
校｣

を｢

福
島
県
立
喜
多
方
桐
桜
高
等
学
校｣

に
改
め
、

同
表
福
島
県
立
喜
多
方
工
業
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
立
聾ろ

う

学
校
の
項
中｢

物
品
出
納
員｣

を｢

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員｣

に
改
め
、
同
表
中
福
島
県
立
富
岡
養
護
学
校
の
項
を
削
り
、
福

島
県
立
い
わ
き
養
護
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
立
富
岡
養
護
学
校

事
務
長

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員

福
島
県
立
相
馬
養
護
学
校

事
務
長

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員

別
表
第
七
の
表
福
島
県
桑
折
警
察
署
の
項
、
福
島
県
川
俣
警
察
署
の
項
及
び
福
島
県
本
宮
警
察
署
の

項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
三
春
警
察
署
の
項
中｢

福
島
県
三
春
警
察
署｣

を｢

福
島
県
田
村
警
察
署｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
小
野
警
察
署
の
項
及
び
福
島
県
会
津
美
里
警
察
署
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県

富
岡
警
察
署
の
項
中｢

福
島
県
富
岡
警
察
署｣

を｢

福
島
県
双
葉
警
察
署｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
浪

江
警
察
署
の
項
を
削
る
。

別
表
第
八
の
表
福
島
県
相
馬
北
部
用
水
改
良
事
務
所
の
項
及
び
福
島
県
会
津
南
部
ほ
場
整
備
事
務
所

の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
九
十
六
条
、
第

百
六
条
、
第
二
百
二
十
九
条
及
び
第
二
百
三
十
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

入
札
監
理
課)

福
島
県
規
則
第
二
十
九
号

福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
五
十
二
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中｢

、
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
職
業
能
力
開
発
校
及
び
福
島
県
立
高
等
技
術
専
門
校｣

を｢

及
び
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
職
業
能
力
開
発
校｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

入
札
監
理
課)

福
島
県
規
則
第
三
十
号

福
島
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則(

昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
四
項
中｢

別
表
第
四｣

を｢

別
表
第
五｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同

条
第
三
項
中｢

別
表
第
三｣

を｢

別
表
第
四｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

｢

、
別
表
第
二｣

を｢

、
別
表
第
三｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中｢

別
表

第
一｣

を｢

別
表
第
二｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
別
表
第
二
の
六
の
ア
の
�
の
二�
の
表
備
考
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と

す
る
。

別
表
第
四
を
別
表
第
五
と
し
、
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
一
表
ず
つ
繰
り
下
げ
、
附
則
の
次

に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
一(

第
七
条
の
二
関
係)

冷
暖
房
料

附

属

施

設

加

算

額

会
議
室

二
五
〇
円
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訓

令

福
島
県
公
安
委
員
会

審
判
員
休
憩
室

一
四
〇
円

選
手
シ
ャ
ワ
ー
室

七
〇
円

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

都
市
計
画
課)

福
島
県
規
則
第
三
十
一
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則(
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

｢
縦
66セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

｢た
て
66セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

横
18セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

第
三
号
様
式
中

よ
こ
18セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

を
木
製
､
金
属
製
､
プ
ラ
ス
チ
ッ

に
改
め

木
製
又
は
金
属
製
と
す
る
｡
｣

ク
製
又
は
こ
れ
ら
と
同
程
度
以
上

の
耐
久
性
を
有
す
る
材
質
の
も
の

と
す
る
｡

｣

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
訓
令
第
十
五
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
職
員
研
修
規
程(

昭
和
五
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中｢

指
名
研
修｣

を｢

基
本
研
修｣

に
改
め
、｢

又
は
職
員
が
職
務
を
遂
行
す
る
の

に
自
ら
必
要
と
考
え
る
知
識
及
び
技
能｣

を
削
り
、｢

応
じ
て｣

の
下
に｢

体
系
的
に｣

を
加
え
、
同

条
第
二
号
中｢

個
別
選
択
研
修｣

を｢

選
択
研
修｣

に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中｢

指
名
研
修
及
び
個
別
選
択
研
修｣

を｢

基
本
研
修
及
び
選

択
研
修｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
条
第
一
項
中｢

指
名
研
修｣

を｢

基
本
研
修｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

個
別
選
択
研
修｣

を｢

選
択
研
修｣

に
、｢

推
せ
ん｣

を｢

推
薦｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中｢

指
名
研
修
又
は
個
別
選
択
研
修｣

を｢

基
本
研
修
又
は
選
択
研
修｣

に
改
め

る
。

｢

行
政
組
織
規
則
第
七
条
第

一
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ

別
表
知
事
の
項
中

部
次
長

る
総
室(

財
務
総
室
等
を

を

除
く
。)

に
所
属
す
る
そ

の
他
の
職
員

｣
｢

食
産
業
振
興
監

行
政
組
織
規
則
第
七
条
第

一
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ

に
改
め
る
。

部
次
長

る
総
室(

財
務
総
室
等
を

除
く
。)

に
所
属
す
る
そ

の
他
の
職
員

｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

職
員
研
修
課)

福
島
県
道
路
交
通
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
22年
３
月
30日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
高
瀬

淳
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

福
島
県
道
路
交
通
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
改
正
)

第
１
条
福
島
県
道
路
交
通
規
則
(昭
和
35年
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
14号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
｡

第
２
条
第
３
項
を
同
条
第
５
項
と
し
､
同
条
第
２
項
の
次
に
次
の
２
項
を
加
え
る
｡

３
前
項
第
１
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
同
号
に
掲
げ
る
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
申
請

は
､
福
島
県
公
安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
､
福
島
県
福
島
警
察
署
長
､
福
島
県
福
島

北
警
察
署
長
又
は
福
島
県
郡
山
北
警
察
署
長
を
経
由
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

４
第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
同
号
に
掲
げ
る
申
請
を
す
る
者
の
住
所
地
が
次
の
表

の
左
欄
に
掲
げ
る
区
域
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
申
請
は
､
福
島
県
公
安
委
員
会
が
別
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
警
察
署
長
を
経
由
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
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当
該
申
請
を
す
る
者
の
住
所
地

経
由
す
る
こ
と
が
で
き
る
警
察
署
長

福
島
市
の
う
ち
飯
野
町
､
飯
野
町
青
木
､
飯
野
町
大
福
島
県
福
島
警
察
署
長

久
保
若
し
く
は
飯
野
町
明
治
又
は
伊
達
郡
川
俣
町

伊
達
郡
の
う
ち
桑
折
町
又
は
国
見
町

福
島
県
福
島
北
警
察
署
長

本
宮
市
又
は
安
達
郡
大
玉
村

福
島
県
郡
山
北
警
察
署
長

第
７
条
第
１
項
及
び
第
３
項
中
｢第
49条
の
２
第
５
項
｣
を
｢第
49条
の
５
｣
に
改
め
る
｡

第
29条
の
２
に
次
の
１
項
を
加
え
る
｡

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
同
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者
の
住
所
地
が
第
２
条
第

４
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
域
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
､
福
島
県

公
安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
警
察
署
長
を
経
由
し

て
申
出
を
す
る
場
合
を
含
む
も
の
と
す
る
｡

第
30条
の
３
第
２
項
中
｢前
項
｣
を
｢第
１
項
｣
に
改
め
､
同
項
を
同
条
第
３
項
と
し
､
同
条
第

１
項
の
次
に
次
の
１
項
を
加
え
る
｡

２
前
項
後
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
同
項
前
段
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
福
島
県
公

安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
福
島
県
福
島
警
察
署
長
､
福
島
県
福
島
北
警
察
署
長
又
は

福
島
県
郡
山
北
警
察
署
長
を
経
由
し
て
申
請
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
申
請
し
よ
う
と

す
る
者
は
､
同
項
後
段
に
規
定
す
る
免
許
用
写
真
の
添
付
を
要
し
な
い
｡

第
36条
の
12第
１
項
中
｢
(福
島
県
福
島
警
察
署
､
福
島
県
福
島
北
警
察
署
､
福
島
県
郡
山
警
察

署
及
び
福
島
県
郡
山
北
警
察
署
を
除
く
｡
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
｡
)
｣
を
削
る
｡

別
表
第
１
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

肝
臓
機
能
障
害

１
級
か
ら
３
級
ま
で
の
各
級

別
表
第
２
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

肝
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

別
表
第
３
市
道
(福
島
市
)
鳥
川
大
笹
生
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

市
道
(福
島
市
)
鎌
田
・
福
島
市
北
矢
野
目
字
小
原
田
西
17番
４
地
先
か
ら
同
市
鎌
田
字

笹
谷
線

町
東
２
番
１
地
先
ま
で

様
式
第
19号
の
８
記
入
上
の
注
意
３
中
｢福
島
警
察
署
､
福
島
北
警
察
署
､
郡
山
警
察
署
又
は
郡

山
北
警
察
署
｣
を
｢別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
､
福
島
警
察
署
長
､
福
島
北
警
察
署
長
､
郡
山
警
察

署
長
又
は
郡
山
北
警
察
署
長
｣
に
改
め
る
｡

｢
福
島
・
福
島
北
・
桑
折
・
伊
達
・
川
俣
・
二
本
松

郡
山
・
郡
山
北
・
本
宮
・
須
賀
川
・
白
河
・
石
川
・

棚
倉
・
三
春
・
小
野

様
式
第
41号
中

所
轄
警
察
署
等
会
津
若
松
・
猪
苗
代
・
喜
多
方
・
会
津
坂
下
・
会

を
(○
で
囲
む
)
津
美
里
・
南
会
津

い
わ
き
中
央
・
常
磐
地
区
幹
部
交
番
・
い
わ
き
東
・

い
わ
き
南

南
相
馬
・
富
岡
・
浪
江
・
相
馬

｣
｢

備
考

に
改
め
る
｡

｣
｢
所
轄
警
察
署
等
福
島
・
福
島
北
・
桑
折
・
伊
達
・
川
俣
・

(○
で
囲
む
｡
)
二
本
松
・
郡
山
・
郡
山
北
・
本
宮
・
須
賀

川
・
白
河
・
石
川
・
棚
倉
・
三
春
・
小
野
・

会
津
若
松
・
猪
苗
代
・
喜
多
方
・
会
津

様
式
第
46号
の
２
中

坂
下
・
会
津
美
里
・
南
会
津
・
い
わ
き
中

を
央
・
常
磐
地
区
幹
部
交
番
・
い
わ
き
東
・

い
わ
き
南
・
南
相
馬
・
富
岡
・
浪
江
・
相

馬

｣
｢

備
考

に
改
め
る
｡
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

福
島
県
人
事
委
員
会

｣
(福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
)

第
２
条
福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(平
成
20年
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第

７
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

附
則
第
２
項
を
削
り
､
附
則
第
１
項
の
項
番
号
を
削
る
｡

附
則

こ
の
規
則
は
､
平
成
22年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡
た
だ
し
､
第
１
条
中
第
７
条
の
改
正
規
定
は

平
成
22年
４
月
19日
か
ら
､
第
36条
の
12の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡(交
通
企
画
課
)

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

星

光

政

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
四
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

財
団
法
人
福
島
県
体
育
協
会(

昭
和
四
十
七
年
五
月
二
十
七
日
に
財
団
法
人
福
島
県

別
表
第
一
中

い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

財
団
法
人
福
島
県
文
化
振
興
事
業
団(

昭
和
四
十
五
年
八
月
一
日
に
財
団
法
人
福
島

タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

体
育
協
会
と

を｢

財
団
法
人
福
島
県
体
育
協
会(

昭
和
四
十
七
年
五
月
二
十
七
日
に
財
団
法
人
福
島

県
文
化
セ
ン

い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

｣

県
体
育
協
会
と

に
改
め
る
。

｣｢

財
団
法
人
ダ
ム
技
術
セ
ン
タ
ー(

昭
和
五
十
七
年
九
月
二
十
四
日
に
財
団
法
人
ダ
ム

別
表
第
二
中

ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

財
団
法
人
福
島
県
学
校
給
食
会(

昭
和
二
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
に
財
団
法
人
福

食
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

技
術
セ
ン
タ

を｢

財
団
法
人
ダ
ム
技
術
セ
ン
タ
ー(

昭
和
五
十
七
年
九
月
二
十
四
日
に
財
団
法
人
ダ

島
県
学
校
給

ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

｣

ム
技
術
セ
ン
タ

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

総
務
審
査
課)
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